
目

次

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

○
土
地
改
良
区
の
解
散
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

○
青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
中
央
二
丁

目
一
三
の
一
五

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

桜
木

む
つ
市
大
湊
新
町

三
〇
の
一
〇

令
和七･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

居
宅
介
護
訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
代
官

町
二
八

令
和七･
三･三一

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
代
官

町
二
八

〃

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

同
行
援
護
訪
問
介
護
さ

く
ら
貝

弘
前
市
大
字
代
官

町
二
八

〃

青
森
県
報
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第
八
百
九
十
八
号

令
和
七
年四

月
七
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
三
康
福
祉

会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
清
水
川
字
和

山
七
一
の
二

児
童
発
達

支
援

児
童
通
所
支

援
事
業
所
ア

オ
イ
ソ
ラ

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
清
水
川
字
和

山
七
一
の
二

令
和七･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
三
康
福
祉

会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
清
水
川
字
和

山
七
一
の
二

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
通
所
支

援
事
業
所
ア

オ
イ
ソ
ラ

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
清
水
川
字
和

山
七
一
の
二

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

深
浦
町

令
和七･
三･二五

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ド
ゥ

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

八
戸
臨
海
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二

代
表
取
締
役

大
久
保
浄

２

福
田
ア
セ
ッ
ト
＆
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

新
潟
県
新
潟
市
中
央
区
西
堀
通
二
番
町
七
七
八

代
表
取
締
役

相
澤
周
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

Ａ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
一
一
時

（
年
間
七
日
は
開
店
時
刻

午
前
六
時
、
年
間
七
日
は

開
店
時
刻
午
前
八
時
）

Ｂ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｃ
棟

Ａ
棟
開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
一
時

Ｂ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｃ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｄ
棟

令
和七･
四･二二
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開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｄ
棟
開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
〇
時

Ｅ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｆ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
〇
時

Ｅ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｆ
棟
開
店
時
刻

午
前
一
〇
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

来
客
が
駐

車
場
を
利

用
す
る
こ

と
が
で
き

る
時
間
帯

駐
車
場

午
前
六
時
四
五
分
か
ら
午

後
一
一
時
三
〇
分
ま
で

（
年
間
七
日
は
午
前
五
時

三
〇
分
よ
り
利
用
可
能
）

駐
車
場

午
前
六
時
三
〇
分
か
ら
午

後
一
一
時
三
〇
分
ま
で

（
年
間
七
日
は
午
前
五
時

三
〇
分
よ
り
利
用
可
能
）

荷
さ
ば
き

施
設
に
お

い
て
荷
さ

ば
き
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
時

間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
①

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
②

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
③

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
④

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑤

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑥

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
①

二
十
四
時
間

荷
さ
ば
き
施
設
②

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
③

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
④

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑤

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑥

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で

四

届
出
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

令
和
七
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
八
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
七
年
八
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
八
戸
平
原
土
地
改
良
区
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

令
和
七
年
四
月
七
日
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青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
計
画
を
作
成
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
県
の
防
災
対
策
の
見
直
し
、
国
の
防

災
基
本
計
画
の
修
正
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
の
改
正
及
び
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規

則
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
計
画
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
全
般
に
わ
た
っ
て
修
正
を
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

風
水
害
等
災
害
対
策
編

第
二
章

防
災
組
織

第
四
節

県
災
害
対
策
本
部
に
準
じ
た
組
織

県
の
地
域
内
に
お
い
て
豪
雪
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

は
、
必
要
に
応
じ
豪
雪
対
策
本
部
又
は
豪
雪
警
戒
本
部
を
設
置
す
る
旨
を
明
記
し
た
。

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
三
節

防
災
業
務
施
設
・
設
備
等
の
整
備

「
救
助
資
機
材
等
の
整
備
」
と
し
て
、
「
消
防
機
関
等
は
、
救
助
用
資
機
材
を
整
備
す
る
際

に
、
車
両
や
資
機
材
を
小
型
・
軽
量
化
す
る
な
ど
、
被
災
地
の
道
路
状
況
が
悪
い
場
合
、
海

路
・
空
路
を
活
用
し
て
被
災
地
入
り
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
四
節

青
森
県
防
災
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「
防
災
情
報
の
共
有
化
」
と
し
て
、
「
青
森
県
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
入
力
情
報
を
総

合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
―
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
に
集
約
で
き
る
よ
う
連
携
を
検
討
す
る
」
旨

を
記
載
し
た
。

第
十
節

避
難
対
策

⑴

「
指
定
避
難
所
の
施
設
・
設
備
の
整
備
」
と
し
て
、
「
指
定
避
難
所
に
給
水
タ
ン
ク
、
衛

星
携
帯
電
話
・
衛
星
通
信
を
活
用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
機
器
等
を
整
備
す
る
」
旨
を
記
載

し
た
。

⑵

青
森
県
災
害
備
蓄
指
針
の
修
正
を
踏
ま
え
、
「
指
定
避
難
所
の
食
料
、
飲
料
水
、
そ
の
他

の
資
機
材
の
整
備
」
と
し
て
、
「
乳
児
用
粉
ミ
ル
ク
、
生
理
用
品
等
を
整
備
す
る
」
旨
を
記

載
し
た
。

⑶

「
被
災
者
支
援
の
仕
組
み
の
整
備
」
と
し
て
、
「
県
及
び
市
町
村
は
、
在
宅
避
難
者
等
の

発
生
に
備
え
た
支
援
拠
点
の
設
置
及
び
車
中
泊
避
難
を
行
う
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
等
、

在
宅
避
難
者
及
び
車
中
泊
避
難
者
に
対
す
る
支
援
方
策
等
の
検
討
に
努
め
る
」
旨
及
び
「
県

及
び
市
町
村
は
、
被
災
者
の
状
況
把
握
を
行
う
実
施
主
体
間
の
事
前
調
整
を
行
い
、
状
況
把

握
の
対
象
者
の
優
先
順
位
付
け
や
当
該
者
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
あ
ら
か
じ
め
検
討
す
る

よ
う
努
め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
十
一
節

災
害
備
蓄
対
策

青
森
県
災
害
備
蓄
指
針
の
修
正
を
踏
ま
え
、
良
好
な
避
難
所
環
境
の
整
備
に
必
要
な
物
資
の

整
備
と
保
管
場
所
の
確
保
を
行
う
旨
を
記
載
し
た
。

第
十
三
節

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
対
策

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
自
治
体
と
の
連
携
が
密
接
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
県
で
も
被
災
者
に
寄
り
添
っ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
を
可

能
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
受
入
を
図
る
た
め
、
発
災
時
の
活
動
拠
点
の
確
保
を
行
う

旨
を
記
載
し
た
。

第
十
七
節

交
通
施
設
対
策

⑴

「
道
路
・
橋
梁
防
災
対
策
」
と
し
て
、
「
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
部
等
の
冠
水
防
止
の
た
め
排
水

施
設
及
び
排
水
設
備
の
補
修
等
を
推
進
す
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

⑵

「
道
路
啓
開
用
資
機
材
の
整
備
及
び
計
画
の
作
成
」
と
し
て
、
「
道
路
管
理
者
は
、
海

路
・
空
路
の
活
用
に
向
け
て
関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
よ
う
努
め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

⑶

「
道
路
の
防
災
対
策
」
と
し
て
、
「
道
路
管
理
者
は
、
道
路
と
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
連
携
し

た
復
旧
を
行
え
る
よ
う
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
等
と
の
連
携
体
制
の
整
備
・
強
化
を
図
る
よ
う
努

め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
十
八
節

電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
対
策

「
電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
の
防
災
対
策
」
と
し
て
、
「
イ
ン
フ

ラ
事
業
者
は
道
路
と
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
連
携
し
た
復
旧
を
行
え
る
よ
う
道
路
管
理
者
等
と
の
連

携
体
制
の
整
備
・
強
化
を
図
る
よ
う
努
め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
二
十
二
節

火
災
予
防
対
策

「
消
防
力
の
整
備
、
充
実
」
と
し
て
、
「
市
町
村
（
消
防
機
関
）
は
、
大
規
模
災
害
等
に
備

え
た
消
防
団
の
車
両
・
資
機
材
・
拠
点
施
設
の
充
実
、
必
要
な
資
格
の
取
得
、
実
践
的
な
教
育

訓
練
体
制
の
充
実
等
に
取
り
組
む
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
二
十
四
節

孤
立
対
策
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三
方
を
海
に
囲
ま
れ
県
そ
の
も
の
が
半
島
地
形
で
あ
る
本
県
に
お
い
て
も
巨
大
地
震
等
の
災

害
に
よ
り
孤
立
す
る
地
域
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
の
生
命
を
保

護
す
る
た
め
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
防
災
体
制
の
充
実
や
災
害
備
蓄
等
、
よ
り
一
層

の
自
助
・
共
助
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
節
を
設
け
、
「
防
災
公
共
の
推
進
」
と
速

や
か
な
孤
立
状
態
の
解
消
に
資
す
る
「
孤
立
集
落
の
発
生
に
備
え
た
対
策
」
に
つ
い
て
記
載
し

た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
二
節

情
報
収
集
及
び
被
害
等
報
告

「
情
報
取
集
の
手
段
」
と
し
て
、
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
衛
星
を
含
む
人
工
衛
星
等
も
活
用
す
る
よ
う
努

め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
六
節

広
域
応
援

「
市
町
村
の
措
置
」
と
し
て
「
応
援
職
員
の
宿
泊
場
所
と
な
る
ホ
テ
ル
・
旅
館
、
公
共
施
設

の
空
き
ス
ペ
ー
ス
、
仮
設
の
拠
点
等
を
設
置
で
き
る
空
き
地
な
ど
を
リ
ス
ト
化
す
る
よ
う
努

め
、
実
際
に
宿
泊
場
所
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
等
の
確
保
に
配
慮

す
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
八
節

避
難

「
市
町
村
長
に
よ
る
指
定
避
難
所
の
適
切
な
運
営
管
理
」
と
し
て
、
「
指
定
避
難
所
に
お
い

て
開
設
当
初
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
等
を
す
る
た
め
に
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
や
段
ボ
ー
ル

ベ
ッ
ド
等
の
開
設
当
初
か
ら
の
設
置
に
配
慮
す
る
」
旨
及
び
「
指
定
避
難
所
に
お
い
て
仮
設
ト

イ
レ
等
の
早
期
設
置
、
ト
イ
レ
カ
ー
等
の
よ
り
快
適
な
ト
イ
レ
の
設
置
に
配
慮
す
る
」
旨
を
記

載
し
た
。

第
十
節

水
防

「
警
戒
水
位
の
周
知
」
と
し
て
、
「
洪
水
特
別
警
戒
水
位
に
達
し
た
河
川
の
状
況
を
市
町
村

等
に
通
知
す
る
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
に
予
測
水
位
情
報
の
提
供
を
求
め
る
」
旨

を
記
載
し
た
。

第
十
三
節

給
水

「
給
水
資
機
材
の
調
達
等
」
と
し
て
、
給
水
資
機
材
の
調
達
の
あ
っ
せ
ん
の
要
請
先
に
国

（
国
土
交
通
省
）
を
追
加
し
た
。

第
十
八
節

医
療
、
助
産
及
び
保
健

⑴

「
各
種
災
害
派
遣
チ
ー
ム
の
派
遣
等
」
と
し
て
、
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
等
の
派
遣
及
び

災
害
支
援
ナ
ー
ス
の
派
遣
に
つ
い
て
記
載
し
た
。

⑵

「
避
難
所
の
衛
生
環
境
の
維
持
」
と
し
て
、
「
県
及
び
市
町
村
は
、
災
害
時
感
染
制
御
支

援
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
等
の
派
遣
を
要
請
す
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

⑶

「
応
援
協
力
関
係
」
と
し
て
、
「
被
災
地
の
医
療
提
供
体
制
の
確
保
・
継
続
の
た
め
県
が

協
働
す
る
医
療
チ
ー
ム
」
に
日
本
災
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
協
会
（
Ｊ
Ｒ
Ａ
Ｔ
）
、

日
本
栄
養
士
会
災
害
支
援
チ
ー
ム
（
Ｊ
Ｄ
Ａ
―
Ｄ
Ａ
Ｔ
）
を
追
加
し
た
。

第
二
十
節

輸
送
対
策

⑴

「
大
規
模
災
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
輸
送
方
法
の
確
保
」
と
し
て
、
「
県
等
防

災
機
関
は
、
一
次
物
資
拠
点
の
運
営
に
必
要
な
人
材
や
資
機
材
等
を
運
送
事
業
者
等
と
連
携

し
て
確
保
す
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

⑵

「
地
域
が
孤
立
し
た
場
合
の
輸
送
方
法
の
確
保
」
と
し
て
、
「
県
等
防
災
機
関
は
、
地
域

が
孤
立
し
た
場
合
で
も
食
料
・
飲
料
水
・
医
薬
品
等
の
救
援
物
資
の
緊
急
輸
送
が
可
能
と
な

る
よ
う
、
無
人
航
空
機
等
の
輸
送
手
段
の
確
保
に
努
め
る
」
旨
を
記
載
し
た
。

⑶

「
緊
急
通
行
車
両
の
確
認
」
と
し
て
、
「
市
町
村
等
防
災
関
係
機
関
は
、
災
害
時
応
援
協

定
を
締
結
し
た
民
間
事
業
者
等
に
対
し
て
、
緊
急
通
行
車
両
の
事
前
届
出
制
度
に
つ
い
て
周

知
及
び
普
及
を
行
う
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
二
十
二
節

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
・
支
援
対
策

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
自
治
体
と
の
連
携
が
密
接
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
連
携
」
と
し
て
、
被
害
の
大
き
い
市

町
村
へ
の
支
援
を
要
請
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

第
五
章

雪
害
対
策
、
事
故
災
害
対
策
計
画

第
一
節

雪
害
対
策

令
和
七
年
の
豪
雪
対
応
を
受
け
、
豪
雪
対
策
本
部
及
び
豪
雪
警
戒
本
部
の
設
置
基
準
を
明
確

化
し
た
こ
と
か
ら
、
当
該
基
準
等
を
記
載
し
た
。

そ
の
他
「
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
」
に
よ
る
災
害
対
策

本
部
の
地
方
支
部
の
構
成
員
の
変
更
に
伴
い
次
に
掲
げ
る
節
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
章

防
災
組
織

第
三
節

県
災
害
対
策
本
部

第
四
節

県
災
害
対
策
本
部
に
準
じ
た
組
織

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
十
九
節

水
害
予
防
対
策

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
一
節

気
象
予
報
・
警
報
等
の
発
表
及
び
伝
達

第
二
節

情
報
収
集
及
び
被
害
等
報
告
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第
二
十
三
節

防
疫

第
二
十
四
節

廃
棄
物
等
処
理
及
び
環
境
汚
染
防
止

第
五
章

雪
害
対
策
、
事
故
災
害
対
策
計
画

第
一
節

雪
害
対
策

第
六
節

危
険
物
等
災
害
対
策

第
八
節

大
規
模
な
林
野
火
災
対
策

第
六
章

災
害
復
旧
対
策
計
画

第
三
節

被
災
者
に
対
す
る
生
活
保
障
・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
計
画

地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
三
節

防
災
業
務
施
設
・
設
備
等
の
整
備

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
三
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
四
節

青
森
県
防
災
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
四
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
九
節

避
難
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
節

災
害
備
蓄
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
一
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
二
節

火
災
予
防
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
二
十
二
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
八
節

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
三
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
十
三
節

交
通
施
設
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
七
節
の
修
正
の
う
ち
⑴
以
外
の
修
正
と
同
様
の
修
正
を

行
っ
た
。

第
二
十
四
節

電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
八
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
十
七
節

孤
立
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
二
十
四
節
と
同
様
の
趣
旨
で
、
こ
の
節
を
設
け
、
同
様
の

内
容
を
記
載
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
二
節

情
報
収
集
及
び
被
害
等
報
告

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
二
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
六
節

広
域
応
援

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
六
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
八
節

避
難

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
八
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
三
節

給
水

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
十
三
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
八
節

医
療
、
助
産
及
び
保
健

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
十
八
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
十
節

輸
送
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
二
十
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
十
二
節

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入
・
支
援
対
策

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
二
十
二
節
と
同
様
の
修
正
を
行
っ
た
。

そ
の
他
「
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
」
に
よ
る
災
害
対
策

本
部
の
地
方
支
部
の
構
成
員
の
変
更
に
伴
い
次
に
掲
げ
る
節
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
二
章

防
災
組
織

第
三
節

県
災
害
対
策
本
部

第
四
節

県
災
害
対
策
本
部
に
準
じ
た
組
織

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
十
三
節

水
害
対
策

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
二
節

情
報
収
集
及
び
被
害
等
報
告

第
二
十
三
節

防
疫

第
二
十
四
節

廃
棄
物
等
処
理
及
び
環
境
汚
染
防
止

第
五
章

災
害
復
旧
対
策
計
画

第
三
節

被
災
者
に
対
す
る
生
活
保
障
・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
計
画

火
山
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
八
節

火
山
災
害
の
想
定

「
火
山
災
害
の
想
定
」
と
し
て
、
「
火
山
災
害
の
想
定
は
、
火
山
調
査
研
究
推
進
本
部
と
連

携
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
」
旨
を
記
載
し
た
。

第
三
章

災
害
予
防
計
画
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第
十
一
節

登
山
者
・
観
光
客
等
の
安
全
確
保
対
策

県
及
び
市
町
村
が
火
山
に
立
ち
入
る
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｔ

を
用
い
た
登
山
届
の
仕
組
み
の
活
用
な
ど
、
登
山
者
等
が
情
報
の
提
供
を
容
易
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

原
子
力
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
九
節

防
災
関
係
機
関
の
事
務
又
は
業
務
の
大
綱

原
子
力
防
災
に
関
し
、
県
が
処
理
す
べ
き
事
務
又
は
業
務
の
大
綱
に
、
国
が
指
定
し
た
全
国

規
模
で
の
活
動
体
制
を
有
す
る
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
と
の
調
整
・
受
入
体
制
等
の
整
備

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
追
加
し
た
。

第
三
章

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
二
節

情
報
の
収
集
・
連
絡
、
緊
急
連
絡
体
制
及
び
通
信
の
確
保

リ
サ
イ
ク
ル
燃
料
備
蓄
セ
ン
タ
ー
に
係
る
施
設
敷
地
緊
急
事
態
発
生
時
等
の
連
絡
体
制
に
つ

い
て
、
所
要
の
修
正
を
行
っ
た
。
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